
 

 
 

◆情報を利用できる方 国東市内に定住し、当市の自然環境や生活文化等に対する理解を

深め、地域住民と協調して暮らせる方で主たる生計者及び生計を

一にする者 

◆登録期間 ２年間 

◆提出いただくもの ◆国東市空き家バンク 利用登録申込書（様式第７号） 

  ※市内の利用希望者の方については、２枚目は不要です。 

◆身分証明書の写し（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等） 

◆主たる生計者の前年度の住民税等の完納証明書 

 又は非課税証明書 

◆誓約書（様式第８号） 
 

１ 
空き家バンク 

利用登録の申し込み 

 

① 国東市空き家バンクウェブサイトから、 

次の様式をダウンロード・印刷し、 

必要事項をもれなく記入してください。 

◆国東市空き家バンク利用登録申込書 

（様式第７号） 

※市内の利用希望者の方については、 

２枚目は不要です。 

◆誓約書（様式第８号） 
 

② ①の申請書類と下記添付書類は、国東市まちづくり推進課に

直接お持ちいただくか、又は郵送してください。 

＜添付書類＞ 

◆身分証明書の写し 

（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等） 

◆世帯の主たる生計者の前年度の住民税等の完納証明書、 

または非課税証明書 
 

※国東市空き家バンクウェブサイトから、申請書様式のダウンロー

ドが出来ない方は、国東市まちづくり推進課までご連絡ください。 

郵送で様式をお送りします。 

 

 

 

 

 

 
２ 申込受付／ 

審査／登録決定 

 

① 申請書類の審査の結果、登録を認められた場合 

……国東市まちづくり推進課から利用登録完了通知書 

（様式第１０号）を通知します。 
 

② 調査の結果、登録は適当でないと判断された場合 

……国東市まちづくり推進課からその旨連絡をいたします。 

 

 

 

 

  

国東市空き家バンク利用登録の手順 

（空き家を買いたい、借りたい方） 

様式ダウンロードページ 



３ 空き家の 

情報閲覧方法 

 

（インターネットが利用できる場合） 

国東市空き家バンクウェブサイト内の 

「空き家情報」をご覧ください。 

登録物件の基本情報を確認できます。 

※ 基本情報は、利用登録をしなくても 

閲覧できます。 

 

（インターネットが利用できない場合） 

① 国東市まちづくり推進課へ直接お越しください。 

物件情報を閲覧することができます。 

 

② 国東市まちづくり推進課に空き家の希望条件を連絡していただけ

れば、国東市まちづくり推進課から希望条件に近い物件をお探しして

郵送、FAX等で資料をお送りします。 

 

 

 

 

４ 空き家の 

現地確認・案内 

 

① 現地案内を希望の方は、国東市まちづくり推進課へご連絡くださ

い。ご連絡は、国東市空き家バンクウェブサイト掲載の内覧申請フ

ォーム又はお電話にてお願い致します。 

 

※必ず内覧希望日の 1週間前までに、希望日時の連絡をお願いいたし

ます。内覧可能な曜日は、月・火・金曜日です。 

 

※所有者に鍵開けをお願いする物件もありますので、所有者との調整

がつかない場合は、案内をお断りすることもございます。 
 

②所有者との交渉をご希望の方は、内覧が必須となっております。 

 

 

 

 

５ 
所有者の紹介 

交渉、契約の流れ 

 

① 内覧後、所有者との交渉をご希望される場合は、国東市まちづく

り推進課へご連絡ください。所有者（管理者）の氏名、電話番号等

はご本人の承諾を得た後に利用希望者へお教えします。 
 

② 紹介・交渉は、一度に１件のみとさせていただきます。 
 

③ 紹介後の交渉、契約等は当事者間で行ってください。 

  交渉中・契約後のトラブルを避けるため、不動産仲介業者を 

利用される事をお勧めします。 

 

④ 交渉が終了しましたら、契約の成否にかかわらず、その結果を 

必ず国東市まちづくり推進課へご報告ください。 
 

⑤ 交渉が決裂した場合は、再度他の空き家物件を内覧・交渉申込み

ができます。 
 

⑥ 成約した場合は、次の書類を直接又は 

郵送で国東市まちづくり推進課に提出し、 

利用登録の抹消手続を行ってください。 

◆利用登録抹消届出書（様式第１１号） 
 

 

⑦ 国東市空き家バンクウェブサイトから届出書様式のダウンロード

が出来ない方は、国東市まちづくり推進課までご連絡ください。 

ＦＡＸ又は 郵送で様式をお送りします。 

 

物件検索ページ 

様式ダウンロードページ 



 

 

当市は、空き家等情報の紹介やバンク登録に係る連絡調整等は行いますが、「所有者

（管理者）」と「利用希望者」間で行う物件の売買・賃貸に関する交渉、及び契約等に

関する仲介行為は一切行いません。 

また、契約に関するトラブル等につきましても、一切干渉いたしません。責任をも

って、当事者間で解決をお願いいたします。 

近年、交渉・契約に関するトラブルが多発しておりますので、交渉・契約にあたっ

ては、不動産仲介業者を入れることをおすすめします 

 
 

◎登録内容の変更 

利用者登録の内容に変更があった場合は、電話、メールその他の手段により速やかに変更内

容を国東市まちづくり推進課までお知らせください。 

 

◎登録の抹消 

利用登録を抹消したい場合は、利用登録抹消届出書（様式第１１号）を国東市まちづくり推

進課に直接お持ちいただくか、又は郵送してください。 

国東市空き家バンクウェブサイトから、届出書様式のダウンロード・印刷が出来ない方は、

ご連絡ください。FAX 又は郵送で様式をお送りします。 

 

◎登録の更新 

登録期間は、登録日から２年間です。登録期間経過後、国東市まちづくり推進課で自動的に

登録を抹消いたします。 

再度、空き家バンクの利用を希望される場合は、改めて利用登録申込書（様式第７号）を国

東市まちづくり推進課に直接お持ちいただくか、又は郵送してください。 

なお、登録事項に変更がある場合は、変更内容を申請時にお申出ください。 

 

◎その他 

空き家バンク制度により物件成約された時点で、利用登録の申込みの際に提出していただい

た情報を、物件所在地の自治区の区長に情報提供させていただきます。 

その他、ご不明な点やご相談がありましたら、国東市まちづくり推進課までお問合せくださ

い 
 

ご注意ください！ 

－登録手続き等に係るお問合わせ・お申し込みは － 
〒８７３－０５０３ 

大分県国東市国東町鶴川１４９番地 

国東市役所 まちづくり推進課  

地域コミュニティサポート係 

ＴＥＬ：０９７８－７２－５１８６（直通） 

ＦＡＸ：０９７８－７２－９００２               

E‐mail：machizukuri＠city.kunisaki.lg.jp 
 

  

 


